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第３節 生物資源の持続可能な利用

私たちの生活は、農作物や魚介類などの食料、用材や林産物ばかりでなく、
衣服、工業原料、医薬品、燃料など、様々な形で多様な生物資源を利用するこ
とによって成り立っています。また、例えば、遺伝子操作技術を用いてヒト・
インシュリン等の医薬品の大量生産や洗剤用の酵素の工業的生産が可能となる
など、バイオテクノロジーによって、生物多様性の持つ有用性の価値が拡大し
つつあります。微生物を用いた環境修復など環境保全分野への応用や植物など
のバイオマス資源としての利用の重要性も認識されてきています。さらに、地
球上の生物多様性は、バイオテクノロジー等の科学技術の進展によって、将来
人類が生き延びていくために不可欠な医薬品や食料の開発、あるいは環境問題
の解決に役立つ可能性を持っています。現在のみならず将来世代にわたり、こ
うした生物資源の利用の可能性を最大限保つためには、生態系、生物種、遺伝
子の各レベルの多様性を維持することが不可欠であり、利用は持続可能な方法
により行わなければなりません。
バイオテクノロジーによって改変された生物（遺伝子改変生物）を環境中に

放出して利用する場合には、他の生物との競合、交雑など、生物多様性に影響
を及ぼす可能性があることが懸念されています。このため、生物多様性条約に
おいては、バイオテクノロジーにより改変された生物であって、環境上の悪影
響を与えるおそれがあるものものの利用や放出の規制、管理、制御のための措
置が求められています。その影響に関しては未解明な部分も多いことから、現
在の知見で可能な科学的リスク評価、リスク管理を行い、利用によって他の生
物や生態系に悪影響を及ばさないよう十分な配慮を講じていくことが必要で
す。そして新たな知見を不断に収集し、リスク評価、リスク管理の方法を見直
していくことが重要です。
本節では、バイオテクノロジー等による生物資源の利用に関し、その持続可

能な利用、生物遺伝資源の保存と提供、遺伝子組換え生物の利用における安全
性確保のための取組について述べます。

１ 生物資源の持続可能な利用

(１) 環境保全分野での利用
環境省では、国立環境研究所において、環境保全に有用な遺伝子を探索・単

離し、遺伝子組換え等によりそれを利用するための研究を行っています。具体
例としては、微生物、植物を用いた環境修復（バイオレメディエーション・フ
ァイトレメディエーション 、動物、植物、微生物を用いた環境計測（バイオ）
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センサー・モニタリング）の技術開発を目指しています

(２) 農林水産業分野での利用
農林水産業においては、従来から遺伝資源を育種等に活用し、多くの品種の

作出等に活用してきました。近年、バイオテクノロジーの進歩に伴い、有用な
遺伝子を解析し、画期的な新品種の育成等へ一層幅広い利活用が進められてい
ます。このような中、バイオテクノロジーによる遺伝資源の利用に当たって、
生命の設計図であるゲノムを解析し、生物の持つ情報・機能を活用していくこ
とが重要となっています。
農林水産省では、イネや昆虫、家畜などを対象にゲノムの塩基配列の解読や

有用遺伝子の単離・機能解明、その利用技術の開発等を実施しています。
中でも、イネのゲノム研究は、主要穀物をはじめとする作物研究の基礎とな

る重要な研究分野として、我が国が主導的に推進してきたところです。塩基配
13 12列の解読については 国際コンソーシアムにより進められており 平成 年、 、

月末時点でゲノム全体４億 万塩基対のうち２億 万塩基対（ ％、う3,000 700 48
ち日本はその ％）を解読し、有用遺伝子の単離・機能解明については、国62
内の独立行政法人、大学、民間等の研究勢力を結集し、 個の遺伝子を特許31
化（出願中を含む）しています。今後は、塩基配列の重要部分の平成 年中14
解読終了、平成 年度までに 個以上の有用遺伝子の単離・機能解明を目16 100
標に研究の推進を図ることとしています。
これらの成果を活用して、今後、機能性作物、環境ストレス作物等の開発に

よる食料・農業問題の解決、環境修復作物等の開発による環境問題の解決や有
用物質生産技術の確立による新産業の創出を促進し、生物多様性の構成要素た
る遺伝資源の持続可能な利用を図ることとしています。

(３) 医療分野での利用
医療分野においても、遺伝子解析技術やバイオテクノロジーなどの飛躍的な発展の中

で、ヒトや植物など様々な生物の遺伝資源を疾病の治療に役立てるための取組が進められ

ています。こうした取組は、人類が疾病を克服していく上で重要なものであり、また、植

物の遺伝資源の持続可能な利用にも配慮しながら実施されるなど、ヒトを含む生物の多様

性の確保において一定の役割を果たしています。

ア ヒト遺伝子解析研究
生物資源の持続可能な利用のためには、生物の遺伝子を解析し、生物の持つ

情報・機能を活用することも重要です。特に、ヒト細胞やヒト遺伝子は、疾病
の原因の解明など画期的な治療法を開発するための資源であるとともに、ヒト
の多様性を研究する上での重要な資源です。
厚生労働省では、新たな治療法・新薬の開発や患者個人に適した治療・投薬
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（テーラーメード医療）の実現等を図るため、疾病の原因となる遺伝子や薬剤
の有効性・安全性に関係する遺伝子（疾患関連遺伝子）の解明に取り組み、さ
らに国立がんセンターにおいて、疾患関連遺伝子のデータベース化を進めてい
ます。

、 、 、また ヒトの遺伝子解析研究の実施に当たり 人間の尊厳及び人権を尊重し
社会の理解と協力を得て、適正に研究が実施されるよう、文部科学省、厚生労
働省及び経済産業省は、ヒトゲノム・遺伝子解析研究一般に適用されるべき倫
理指針として 「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」を定めてい、
ます。
イ 遺伝資源の医療への応用
遺伝子の欠損に起因する疾病については、欠損している遺伝子を補うことに

より治療することが考えられます。このため、あらかじめ健康なヒトから単離
された遺伝子やこれを導入した細胞を、遺伝子組替え技術を応用して人体に投
与することにより行われる遺伝子治療などについて、これを確立するための臨
床研究が行われており、平成13年12月末までに、11件の研究が行われていると
ころです。
こうした研究は、科学的妥当性と倫理性を確保しつつ適切に進められる必要

があるため、文部科学省及び厚生労働省では遺伝子治療臨床研究に関する指針
を定め、研究計画の審査等を行っています。
ウ 薬用植物遺伝資源の利用
厚生労働省では、筑波薬用植物栽培試験場において、薬用植物資源の持続可

能な利用の観点から、良質な資源の確保が難しくなってきている薬用植物につ
いて、同一形質をもつクローン植物の増殖（マイクロプロパゲーション）技術
の研究を行うとともに、不定根、毛状根培養等による種々の薬用成分（アルカ
ロイド，テルペン，ナフトキノン，タンニン類）の生産、薬用植物に含まれる
新規化合物の単離、化学構造の解析などの研究を行っています。
また、海外から導入した種子について、定期的に発芽試験を行い保存条件を

、 。確立するとともに人工光室等での生育研究 成分の効果の研究を行っています

(４) ライフサイエンス分野の研究における生物遺伝資源の利用
ライフサイエンス分野の研究開発において、マウスなどの突然変異系統や遺

伝子材料等の生物遺伝資源は、遺伝子機能の解明や生体機能解明等のために、
モデル動植物や研究用標準化細胞などとして利用されており、生物遺伝資源を
適切に収集、保存し、利用できる体制を整えることは本分野の研究開発の推進
に不可欠です。
特に近年においては、平成１３年２月にヒトゲノム塩基配列の概要解読結果
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が発表されたほか、他の生物種においてもゲノム情報の解析が急速に進みつつ
あり、こうしたゲノム情報を利用するポストゲノム研究において国際的な研究
競争が激化する中、生物遺伝資源の重要性はますます高まっています。
また、深海底を始めとする極限環境下で生存する生物種については、環境浄

化等に有用な新たな機能を有していることから、探索、培養、保存等の重要性
が認識されています。
文部科学省では従来より、国内における系統保存事業に中心的な役割を果た

す国立大学等の「生物遺伝資源センター 、各種生物遺伝資源に関する情報の」
総合的な収集・発信等を行う国立遺伝学研究所「生物遺伝資源情報総合センタ
ー」及び理化学研究所バイオリソースセンターにおける収集、保存等の体制整
備を行ってきましたが、特に平成１４年度よりは、国家的視野に立ち、わが国
の知的基盤を１０年後に世界最高レベルにすることを目標にした「知的基盤整
備計画 （平成 年 月 科学技術・学術審議会）を踏まえ、各専門機関と中」 13 8
核機関のネットワークで構成される生物遺伝資源のナショナルセンター的機能
を新たに整備し、国内における生物遺伝資源の開発・収集・保存・提供体制を
一層充実することとしています

(５) 生物機能活用型循環産業システムの創造
バイオマスの利用による再生可能資源への転換、バイオプロセスの利用によ

る環境負荷の少ない工業プロセスへの変革、廃棄物、汚染物質等の生分解・処
理の研究開発を行うことによって、循環型産業システムの創造を図るため、以
下の技術開発を行います。
ア 植物機能利用工業原料生産技術開発
植物に目的とする原材料を高効率に生産させるために必要な基盤技術の開発

を行います。
イ 生物機能を活用した生産プロセスの基盤技術開発
過度に化石資源に依存した産業システムから、バイオプロセスを導入した環

境調和型循環産業システムへの変革を図るため、蓄積された遺伝子情報に基づ
きバイオプロセスを設計することを可能にする新たな技術基盤を確立します。
ウ 生分解・処理メカニズムの解析と制御技術の開発
分解・処理菌郡のコンソーシアを解析し、そのメカニズムを解明することに

より、生分解・処理プロセスの制御を可能とし、高効率化を図ります。

２ 生物遺伝資源の保存と提供

(１) 環境保全分野での取組み
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環境省では、国立環境研究所において、微細藻類の系統保存および分譲、研
究で使用された株の受け入れを行っています。現在、水の華形成藻など環境問
題の原因となる株をはじめ、分類学的に重要な種など、多種の分類群にわたる

株あまりを保存しています。これらの保存株を用いた凍結保存法に関す1000
る研究や分類学的研究などを行い、長期的に安定した保存法による遺伝資源の
確保と、保存株の信頼性の確保に努めています。
また、シャジクモ藻など絶滅の危機に瀕する野生生物の予備的な保存を行っ

ており、今後これを本格化することにより、絶滅原因の究明や環境復帰に係わ
る研究に資することを期待しています。

(２) 遺伝資源保存施設における生物遺伝資源の保存
、 、現在 熱帯林の開発等による生物遺伝資源消失の危険性が一層増大しており

また、開発途上国等の生物遺伝資源保有国の資源ナショナリズムの高まり等に
より、遺伝資源の収集等が難しくなってきている中で、生物の多様性を保全す

、 、る意味からも貴重な生物遺伝資源を収集・保存し 次世代に引き継ぐとともに
これを積極的に活用していくことが重要です。
このような中、農林水産省においては、ジーンバンク事業を昭和 年にス60

タートし、現在は独立行政法人農業生物資源研究所をメインバンクに６つの独
立行政法人等のサブバンクと組織的に取り組み、植物、動物、微生物、ＤＮＡ

、 、 、 、の各部門の国内外の生物遺伝資源の探索・収集 分類・同定 特性調査 増殖
保存を行っています。この結果、既に食料・農業関係の植物遺伝資源 万点21
をはじめとして、世界有数の保存点数を誇るジーンバンクとして機能していま
す。これら収集・保存された生物遺伝資源は研究開発試料として利用者に配付
及びその情報の提供が図られ、新たな作物品種の開発に大きく貢献しており、
また、バイオテクノロジー等の研究開発を支える知的基盤として、今後、更な
る収集・受入の強化を図ることとしています。
また、ジーンバンク事業の一環として、貴重な生物遺伝資源が消失する危険

性が高い開発途上地域における生物遺伝資源の多様性の保全と利用のための国
際的な共同研究を行う他、ＦＡＯへの資金拠出やＪＩＣＡのプロジェクトなど

、 。の国際的な取り組みに参加し 生物多様性の保全に貢献することとしています

(３) 医療分野における取組み
厚生労働省では、ヒトの多様性や、新たな治療法の開発研究に欠かせないヒ

トや動物の遺伝子、細胞について収集、保存、供給を行うため、国立医薬品食
品衛生研究所（細胞）及び国立感染症研究所（遺伝子）にマスターバンクを設
置し、平成12年度末で細胞については、ヒト由来細胞306種、遺伝子改変を行
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った動物由来細胞等250種、遺伝子については、ヒト小腸粘膜から調製した完
全長cDNA569クローン、大腸粘膜から調製した完全長cDNA510クローン、マウス
脳から調製したcDNA5323クローン及びカニクイザル脳から調製したcDNA約３万
クローンを分離し、配列決定して供給可能とし、又は供給する準備を進めてい

。 、 （ ） 、ます これらの細胞 遺伝子は 財 ヒューマンサイエンス振興財団が増殖し
必要な研究者に分譲しています。
現在、産学官連携による医薬品等の開発に関する基盤技術の拠点的機関とし

て、医薬基盤技術研究施設を大阪府に建設中であり、それぞれの研究所に設置
されている細胞及び遺伝子のマスターバンクについて、研究資源供給部門とし
て統合することとしています。
また、ヒト組織については、平成10年12月16日厚生科学審議会先端医療技術

評価部会（答申 「手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方に）
ついて」を踏まえ、生命倫理問題にも配慮しながら （財）ヒューマンサイエ、
ンス振興財団が医療機関の協力を得て、研究利用に係る同意の得られた組織を
収集し、必要な研究者に分譲する事業を開始したところです。
薬用植物については、国立医薬品食品衛生研究所薬用植物栽培試験場が薬用

、 。植物資源の体系的な収集 保存及び供給を行う国内唯一の機関となっています
国内外からの種子約７千種について筑波薬用植物栽培試験場で保存するととも
に、北海道から種子島までの５栽培試験場において、栄養体1840種（1997年時
点）を保存のために栽培し、世界68カ国、約412カ所の植物園や研究機関と種
子交換を行っています。
医学実験用霊長類については、筑波医学実験用霊長類センターで、カニクイ

ザル、アフリカミドリザル、リスザルの生態等のデータと研究を蓄積の上、こ
こで生まれた育成ザル約1500頭で構成される自給自足型繁殖システムを確立
し、共同利用施設を利用する国内の研究者に系統が確立された研究用サルの供
給を行うとともに、感染症、成人病、遺伝病などの疾患モデルの開発や、発生
工学から老化研究まで幅広い分野での研究を行っています。
病原性微生物については、国立感染症研究所において、創薬に活用できるイ

ンフルエンザウィルス等、保健医療上有益な病原体等の保管､ 分与、情報交換
等を行っています。

(４) 遺伝資源の系統的保存
文部科学省においては、従来より、広汎かつ多様な生物遺伝資源の系統保存

事業が国立大学等の「生物遺伝資源センター」を中心に行われており、その所
在情報等については、国立遺伝学研究所「生物遺伝資源情報総合センター」に
おいてデータベース化が行われています。このほか理化学研究所において、動



( 87 )

・植物細胞材料及び遺伝子材料の収集・保存・分譲等を行うジーンバンク事
業、微生物の収集・同定（分類 ・分譲等を行う微生物系統保存事業を実施す）
るとともに、平成１３年１月には、同研究所の筑波研究所にバイオリソースセ
ンターが新設され、マウスやシロイヌナズナ等の実験モデル動植物・培養細胞
の保存・供給体制が整備されつつあります。
生物多様性の保持に十分留意しつつ生物遺伝資源を適切に保存・活用してい

くことは、ライフサイエンス研究の推進、発展のためには不可欠です。このた
め、国家的視野に立ち、わが国の知的基盤を１０年後に世界最高レベルにする
ことを目標にした「知的基盤整備計画 （平成 年 月 科学技術・学術審議」 13 8
会）を踏まえ、平成１４年度に新たに、国として整備すべき重要な生物遺伝資
源の開発・収集・保存・提供体制の整備を進めることとしています。

(５) 微生物を中心とした中核的生物遺伝資源機関の整備（製品評価技術基盤
機構）
関係省庁及び関係機関との連携・協力の下、微生物を中心とする多様な生物

遺伝資源を系統的に保存するとともに、未知微生物を含め生物遺伝資源を分離
源、生物、ＤＮＡ又は遺伝子などの形態として探索・収集、品質管理、保存、

、 、 。提供を行い 生物多様性の保全の研究 生物遺伝資源の産業利用を促進します
また、生物多様性条約の観点から、生物遺伝資源の取得や提供に関するコンサ
ルタント的機能を果たすとともに、生物遺伝資源の保存等に関する国内外の人
材育成を行います。
また、生物遺伝資源の収集のためには、アジア諸国等生物遺伝資源保有国と

の良好な関係の構築が必要です。このため、中核的生物遺伝資源機関も活用し
つつ、生物遺伝資源へのアクセスに関する技術的基盤の整備や途上国への技術
協力等を進めるとともに、こうした事業をつうじて生物遺伝資源保有国との間
での生物多様性条約と整合的な遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する合理
的なルール形成に努め、我が国の研究機関や民間企業等の生物遺伝資源へのア
クセスの促進を図ります。

３．遺伝子組換え生物の利用における安全確保

遺伝子組換え生物の安全性確保については、関係省において実験段階及び産
業利用段階における指針が整備され、これを研究者及び事業者が遵守すること
により安全性が確保されてきました。これまで遺伝子組換え生物の開発・利用
により、環境保全上特段の問題が生じた事例は国内では報告されていません。
しかしながら、環境浄化技術への応用も含め、今後、遺伝子組換え生物の開
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放系での利用が増加することが予想されるため、環境中に遺伝子組換え生物を
意図的に放出する場合のリスク評価手法の確立、環境中でのモニタリングや管
理方法の確立、国民のコンセンサスを得るための方策等についても引き続き検
討することが重要です。

年１月には、生物多様性条約特別締約国会議において、改変された生2000
物（ＬＭＯ）の特に国境を越える移動に焦点を当て、安全な移送、取扱い、利
用に関するカルタヘナ議定書が採択されました。我が国は、早期の批准を目指
し 、関係省間で協力し、政府一体となって批准に必要な国内担保措置の構築、
を行っています。国内担保措置の検討に関しては、関係省の審議会等で、遺伝
子組換え生物のもたらす利益とリスクのバランスをとるべく、最新の科学的知
見に基づく、適切な遺伝子組換え生物の安全性評価と管理の体制の構築に向け
た検討を進めています。

(１) 実験段階における安全性確保
ア 組換えＤＮＡ実験関係
組換えＤＮＡ研究は、基礎生物学的な研究はもとより、疾病の原因の解明、

医薬品の量産、有用微生物の開発、農作物の育種等広範な分野において人類の
福祉に貢献するものですが、生物に新しい性質を持たせるという側面があるこ
とから、文部科学省では 「組換えＤＮＡ実験指針」を定め、知見の集積等を、
ふまえ適宜改正を行いつつ、適切な運用に努めています。
バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書への対応等を考慮しつつ、今

後とも引き続き、当該指針の適切な運用を行います。

イ 産業利用段階における安全性の確保
(ア) 組換えＤＮＡ技術工業化指針
経済産業省は、１９８６年に「組換えＤＮＡ技術工業化指針」を告示しまし

た。この指針の目的は、事業者が組換えＤＮＡ技術の成果を鉱工業等の産業活
動に利用する際（閉鎖系）の安全性確保のための基本的要件を示し、組換えＤ
ＮＡ技術の利用に係る安全性確保に万全を期し、もってその技術の適切な利用
を促進することにあります。
１９９８年には、科学的知見の蓄積等に基づく安全性評価手続の効率化、バ

イオレメディエーションなど組換え体を自然界で用いる新たな利用形態への対
応を図る観点から、組換えＤＮＡ工業化指針の見直しを行い、閉鎖系に加えて
開放系も対象としました。
本指針は、事業者における自主的な安全確保を基本とするものですが、事業

者からの求めに応じて経済産業大臣が安全性の確認を行うことが出来、２００
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１年１０月までに５５社３７６件の安全性の確認申請がありましたが、うち２
件が開放系利用でした。
(イ) 遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究
遺伝子組換え技術の応用は、食料生産、創薬をはじめ産業上の有用物質の生

産、既存製品等の高付加価値化など多岐に渡っており、その成果の利用なしに
今後の経済社会の持続的発展は難しいと考えられます。一方、遺伝子組換えに
よる健康や環境への影響を不安視する見方もあり、遺伝子組換え体に関するリ
スク管理の一層の充実が求められています。このため、科学的な見地からこれ
まで行われてきた遺伝子組換え体のリスク管理に関する手法や議論の系譜をデ
ータベース化し、有効活用出来るようにします。また、遺伝子組換え体の長期
利用による健康や環境への影響をモニタリング、評価するための手法を開発し
ます。さらに、環境中微生物の高精度・高感度モニタリング技術の開発を行い
ます。
(ウ) 食品分野の取組
遺伝子組換え食品は、近年、国際的にも広がってきており、今後さらに新し

い食品の開発が進むことも予想されることから、安全性未審査のものが国内で
流通しないよう、2001年４月、安全性審査を食品衛生法に基づく義務とし、安
全性の確保を図っています。
個々の遺伝子組換え食品及び添加物の安全性審査については、薬事・食品衛

生審議会において 「組換えＤＮＡ技術応用食品・添加物の安全性審査基準」、
に基づき行っており、この審査の手続が終了しないものは、わが国への輸入・
販売等は食品衛生法上禁止されています。
(エ) 農作物分野の取組
遺伝子組換え技術については、①この技術の持つ大きな可能性について、正

当に評価がなされること②最新の科学的知見に基づき、環境や健康等に与える
影響についての十分な評価が行われる必要があること③消費者の関心に対し的
確に応える必要があること、を基本としています。
遺伝子組換え農作物等の環境に対する安全性の確保については、農林水産省
「 （ ）」の指針 農林水産分野等における組換え体の利用のための指針 年 月1989 4

に基づき、専門委員会において最新の科学的知見により環境に対する影響につ
いて安全性の評価を行っているところです。
また、近年の技術の進展により新たな性質をもつ遺伝子組換え農作物・微生

物や家畜・林木・魚類などの実用化が間近に迫っていることから、こうした分
野での安全性評価に係る科学的知見の集積と研究を強化することが必要です。
バイオテクノロジーの有用性と安全性の確保について国民の理解を促進する

ことは、研究活動や事業活動を健全に発展させ、遺伝資源の持続可能な利用を
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促進するために重要です。
このため、農林水産省では、バイオテクノロジーに関する情報提供や啓発活

動などのパブリック・アクセプタンス対策の積極的な推進を図っているところ
、 、 、であり こうした取組は 食や環境の安全性に一般消費者の関心が高まる中で

今後ますます重要となっています。
(オ) 生態系における安全性の確保
環境浄化や農業利用などで遺伝子組換え生物を開放系で利用する場合、遺伝

子組換え生物による生態系への影響が懸念されます。環境省では、国立環境研
究所において、生物多様性研究プロジェクトの中で、遺伝子組換え生物の生態
系への影響評価に関する研究を行っています。

ウ 国際的プログラムの推進
(ア) コーデックス委員会 バイオテクノロジー応用食品特別部会
1999年６月に開催されたＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格委員会（コーデックス

委員会）総会において、バイオテクノロジー応用食品の安全性評価に関する国
際基準を策定するため、バイオテクノロジー応用食品特別部会が設置され、日
本が同特別部会の議長国となることが決定されました。
同会議は、2000年３月から年１回わが国において開催されており、バイオテ

クノロジー応用食品のリスクアナリシス（危険性の分析）のための一般原則、
組換えＤＮＡ技術応用植物由来食品及び組換え微生物由来食品の安全性評価に
関するガイドラインの策定やこれに関連する事項等について検討が行われてい
ます。2003年６月に最終報告を行う予定となっています。
(イ) ＯＥＣＤを通じての活動
遺伝子組換え食品の安全性評価の際には、実質的同等性（Substantial Equi

valence）の概念に基づき、既存の食品と比較することにより同程度に安全で
あるかを確認していく方法を採用しており、遺伝子組換え技術によって付加さ
れることが期待されている性質だけでなく、それに伴って発生する可能性のあ
るその他の影響についても評価しています。


